
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

●交差点内とその手前から 30ｍの範囲では、進路変更はしない！ 

●黄色信号での交差点への無理な進入はしない！ 

●バイクは車の間をぬっての運転や無理な追い越しをしない！ 
 

 

令和６年２月 13 日 

香川県危機管理総局 

くらし安全安心課 

MONTHLY 
REPORT 
香川県交通死亡事故月報 

◎令和5 年4 月1 日から 
全ての自転車利用者に 
ヘルメット着用 が努力義務 
となりました  
詳しくは県ホームページにて▶ 

「安全速度」とは、悪天候時や見通

しの悪い交差点など、車が走行する 

道路状況に

合わせて、危

険を回避し、

安全に停止

できる速度

のことです。 

  

幅員 8.0m 

 安全速度を必ず守る 

 カーブの手前でスピードを落とす 

 交差点では必ず安全を確かめる 

 一時停止で横断歩行者の安全を守る 

 飲酒運転は絶対にしない 

●安全確認の徹底 

●横断歩道の利用 

●反射材等の利用 
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要注意! 


